
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発行／宮城県消費生活センター 

 

みみややぎぎのの消消費費生生活活情情報報  
Information on Consumer Affairs of MIYAGI 
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◆消費者教育の推進に関する基本的な方針が策定されました 
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平成２４年度 消費生活相談概要 

要注意 平成 2４年度に宮城県の消費生活相談窓口に寄せられた相談は，８，４４１件に上りまし

た。（速報値） 

平成 2４年度の相談件数で最も多かった相談はデジタルコンテンツ（インターネット上で

提供されている情報）に関するもので，この中には，アダルト情報サイトや有料サイト・サ

クラサイトでの高額請求，オンラインゲーム利用による 

請求などが含まれます。 

増加が見られたのは８位の健康食品で，これは注文し

ていないのに一方的に送り付けられる商法（ネガティブ

オプション）による増加とみられます。 

年齢別で見ると４０歳代の契約当事者に関する相談が

最も多く，職業別では給不生活者が最多でした。 

２．契約当時者の年齢 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．契約当事者の職業 

 

 

 

１．相談内容 

1 デジタルコンテンツ 1,362件 

2 フリーローン・サラ金 539 件 

3 不動産貸借 383 件 

4 工事・建築 360 件 

5 商品一般 249 件 

6 四輪自動車 180 件 

7 インターネット接続回線 177 件 

8 健康食品 121 件 

9 修理サービス 107 件 

10 他の健康食品 102 件 

      

総件数 8,441件 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：独立行政法人 製品評価技術基盤機構（nite）「夏 くらしの中のかくれた危険」 

今年も暑い夏がやってきました。暑さ対策として，冷房機器を使う機

会が増える時期ですが，取扱には十分な注意が必要です。 

今回は，夏に発生しやすい製品事故の事例を御紹介します。しっかり学んで事故を未然

に防ぎましょう。 

平成２５年６月２８日，消費者教育の推進に関する基本的な方針が閣議決定されまし

た。この基本方針は，昨年１２月に施行された消費者教育の推進に関する法律にのっとり，

今後の施策の方向性を明らかにしたものです。 

誰もが，どこに住んでいても，生涯を通じて，様々な場で，消費者教育を受けることが

できる機会の提供のために，国・地方，行政・民間，消費者自身も含め幅広い主体が担い

手となり，情報を共有し連携を図りながら取り組んでいく 

というような内容が盛り込まれています。 

基本方針は消費者庁のホームページで御覧ください。 

消費者庁 http://www.caa.go.jp/information/index17.html 

製品事故に気を付けましょう ～夏～ 

消費者教育の推進に関する基本的な方針が策定されました 

http://www.caa.go.jp/information/index17.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特定商取引法の基礎知識 第６章「重要事項不告知の禁止」 

訪問販売や電話勧誘販売等では，商品・役務の内容や数量，価格など，契約内容の重要な事

項でそれを聞いていれば契約しなかったであろうと考えられることを，故意に隠して勧誘する

ことが禁止されています。例えば，このような事例です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 契約してしまった時は，最寄りの消費生活センターに相談しましょう！ 

（事例２）事業者から「太陽光発電システムを契約すれば，オール電化機器類を無償サー

ビスする。」と言われ契約した。後日調査したところ，太陽光発電システムの代金と無

償サービス品設置工事費用が通常よりも高額であり，契約金額は「すべてを有料で契

約する場合の業界での相当金額」であった。（太陽光発電システムの勧誘） 

 

（事例１）事業者から「床下のカビがすごいので，床下全体に除湿剤をまきます。１袋２

万円です。」と言われ応諾した。施行後，結果的に２０袋４０万円になったことがわ

かったが，仕方なく代金を支払った。（除湿剤散布の勧誘） 

消 費 生 活 セ ン タ ー か ら の お 知 ら せ 

 

宮城県消費生活センターでは，消費者被害

防止を目的とした啓発及び教育のため，

DVD やビデオ，パネルを無料で 貸出しして

います。貸出しのお申込みは，ＦＡＸまたは

メールで受け付けております。 

貸出物の一覧は，消費生活センターのホー

ムページで御紹介しておりますので，是非御

覧ください。 

貸出物一覧  

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/syou

bun/keihatsukyouiku.html 

 

 お申込み先  

宮城県消費生活センター 

(宮城県環境生活部生活・文化課相談啓発班) 

ＴＥＬ：０２２－２６１－５１６４ 

（啓発専用） 

ＦＡＸ：０２２－２１１－２９５９ 

メール：syoubuns@pref.miyagi.jp 

 

日本司法支援センター（愛称：法テラス）

を御存じでしょうか。 

法テラスは，刑事・民事を問わず，法的な

トラブルの解決に必要な情報やサービスの

提供を受けることができる国が設置した相

談窓口です。 

債務整理（被災ローン減免制度など），丌

動産（住まい・土地），家族の問題（離婚・

相続），労働問題（給料・解雇）などについ

ては以下の番号にお問い合わせください。 

 

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/syoubun/keihatsukyouiku.html
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/syoubun/keihatsukyouiku.html
mailto:syoubuns@pref.miyagi.jp
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